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（
計
画
の
通
知
へ
の
準
用
） 

第
二
十
四
条 
第
一
条
、
第
六
条
、
第
二
十
二
条
及
び
前
条
の
規
定
は
、
法
第
十
八
条

第
二
項
（
法
第
八
十
七
条
第
一
項
、
法
第
八
十
七
条
の
四
又
は
法
第
八
十
八
条
第
一

項
若
し
く
は
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
基
づ
く
計
画
の

通
知
に
準
用
す
る
。 

２ 

第
五
条
第
二
項
の
規
定
は
、
法
第
十
八
条
第
二
十
項
（
法
第
八
十
七
条
第
一
項
、

法
第
八
十
七
条
の
四
又
は
法
第
八
十
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
基
づ
き
完
了
の
通
知
（
法
第
十
八
条
第
二
項
の
通
知

に
係
る
工
事
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。 

３ 

第
五
条
第
四
項
の
規
定
は
、
法
第
十
八
条
第
四
項
（
法
第
八
十
七
条
第
一
項
、
法

第
八
十
七
条
の
四
又
は
法
第
八
十
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
計
画
の
通
知
を
し
よ
う
と
す
る
場

合
に
準
用
す
る
。 

４ 

第
八
条
並
び
に
第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
法
第
十
八
条
第
三
項

（
法
第
八
十
七
条
第
一
項
、
法
第
八
十
七
条
の
四
又
は
法
第
八
十
八
条
第
一
項
若
し
く

は
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
確
認
済
証
の
交
付

が
あ
つ
た
場
合
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
四
条
第
一
項
第
二
号
中

「
別
記
第
八
号
様
式
に
よ
る
申
請
書
」
と
あ
る
の
は
「
別
記
第
四
十
二
号
の
七
様
式
に

よ
る
計
画
通
知
書
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
別
記
第
十
号
様
式
に
よ
る
申
請
書
」
と

あ
る
の
は
「
別
記
第
四
十
二
号
の
九
様
式
に
よ
る
計
画
通
知
書
」
と
、
同
項
第
四
号                                 
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（
計
画
の
通
知
へ
の
準
用
） 

第
二
十
四
条 

第
一
条
、
第
六
条
、
第
二
十
二
条
及
び
前
条
の
規
定
は
、
法
第
十
八
条

第
二
項
（
法
第
八
十
七
条
第
一
項
、
法
第
八
十
七
条
の
四
又
は
法
第
八
十
八
条
第
一

項
若
し
く
は
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
基
づ
く
計
画
通

知
に
準
用
す
る
。 

        

２ 

第
五
条
第
二
項
、
第
八
条
及
び
第
十
四
条
の
規
定
は
、
法
第
十
八
条
第
三
項
（
法

第
八
十
七
条
第
一
項
、
法
第
八
十
七
条
の
四
又
は
法
第
八
十
八
条
第
一
項
若
し
く
は

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
確
認
済
証
の
交
付
が

あ
つ
た
場
合
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
四
条
第
一
項
第
二
号
中
「
別

記
第
八
号
様
式
に
よ
る
申
請
書
」
と
あ
る
の
は
「
別
記
第
四
十
二
号
の
七
様
式
に
よ

る
計
画
通
知
書
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
別
記
第
十
号
様
式
に
よ
る
申
請
書
」
と
あ

る
の
は
「
別
記
第
四
十
二
号
の
九
様
式
に
よ
る
計
画
通
知
書
」
と
、
同
項
第
四
号
中



中
「
別
記
第
十
一
号
様
式
に
よ
る
申
請
書
」
と
あ
る
の
は
「
別
記
第
四
十
二
号
の
十

様
式
に
よ
る
計
画
通
知
書
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

５ 

第
十
四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
法
第
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ

き
確
認
済
証
の
交
付
が
あ
つ
た
場
合
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
四

条
第
二
項
中
「
第
三
条
の
五
第
三
項
第
一
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
八

条
の
二
第
七
項
第
一
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
」
と
、「
別
記
第
二
号
様
式
の
第
四
面
か
ら
第

六
面
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
別
記
第
四
十
二
号
様
式
の
第
四
面
か
ら
第
六
面
ま
で
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

     

「
別
記
第
十
一
号
様
式
に
よ
る
申
請
書
」
と
あ
る
の
は
「
別
記
第
四
十
二
号
の
十
様

式
に
よ
る
計
画
通
知
書
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

 


